
平成23年（2011年） 8 月 第152 号（７） あ　や　せ　市　 議　会　 だ　よ　り

審 議 日 程（予定）

１日(木)

２日(金)

0６日(火)

0７日(水)

0８日(木)

0９日(金)

12日(月)

13日(火)

15日(木)
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21日(水)

22日(木)

27日(火)

本会議（議案審議）

本会議（議案審議）

市民福祉常任委員会

経済建設常任委員会

総務教育常任委員会

市民福祉常任委員会

経済建設常任委員会

総務教育常任委員会

基地対策特別委員会

本会議（一般質問）

本会議（一般質問）

本会議（一般質問  予備日）

本会議（委員長報告～採決）

９  月  定  例  会９  月  定  例  会
あなたも傍聴あなたも傍聴
してみませんかしてみませんか

あなたも傍聴あなたも傍聴
してみませんかしてみませんか
あなたも傍聴
してみませんか
・ 傍聴の際、希望の方には議案資料を貸し出します。
 資料は10部限りですので、窓口での申し込み順となります。
・ 開会時間は午前9時、27日(火)は午前９時30分になります。
・ 計画停電の実施状況などにより
 日程や時間を変更することがあ
 りますので、議会事務局に問い
 合わせてください。

 議会事務局
 ☎０４６７－７０－５６４４ 
      su3110@city.ayase.kanagawa.jp

今後の予定
12月定例会
  11月29日～12月16日
平成24年3月定例会
   2月28日～ 3月22日

 6月22日、北の台図書室「ピッキーの部屋」（北の台地区センター内）が、
これまで学習室として利用していた部屋に移り、広くて明るい図書室に生まれ
変わりました

請　願  ・  陳　情　の　審　査　結　果

付託委員会 件　　　　　　名 審  査  日
結 　 　 果

総務教育 望ましい歴史教科書の採択を求める陳情書 23．６．９
趣旨不了承

経済建設

神奈川県最低賃金改定等に関する陳情 23．６．８
趣 旨 了 承

寺尾上土棚線北伸計画の中止を求める陳情 23．６．８
趣旨不了承

◆どなたでも提出できます
　　市民の皆さんは、身近で困っている問題について市議会にその実情
を訴えることができます。これを請願や陳情といいます。

◆提出には、次のことに注意してください
・書式は≪例≫を参考に、日本語で簡潔にまとめてください。内容が
２件以上にわたるときは、１件ごとに提出してください。

・請願には１人以上の紹介議員が必要ですが、陳情には必要ありません。
・請願（陳情）者が複数の場合は、代表者を決めてください。
・請願（陳情）は、必ず議会事務局へ持参してください。
・定例会初日前３日（土・日曜日、休日を除く）までに提出してくださ
い。郵送の場合は、請願（陳情）として受け付けることはできませんが、
要望書として全議員に配付します。

・請願（陳情）者の住所・氏名は一般に公開されますので、あらかじめ
ご了承ください。

　

市議会への請願や陳情市議会への請願や陳情市議会への請願や陳情

○○○に関する請願（陳情）

　平成　　年　　月　　日

　綾瀬市議会議長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　紹介議員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（署名または記名押印）

　　　　　　　　　　　　　　　　　請願（陳情）者
　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　○　○　○　○　印

　趣旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

≪　例　≫


